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改
修
工
事
で
休
止
し
て
い
た
柴
崎
福
祉
会
館
の
お
風
呂
は
3
月
3
日（
火
）か
ら
再
開
し
ま
す
問
柴
崎
福
祉
会
館
☎（
5
2
3
）4
0
1
2

護（
要
支
援
）認
定
を
受
け
て
い
る
▼

要
介
護（
要
支
援
）認
定
の
主
治
医
意

見
書
で
日
常
生
活
自
立
度
判
定
基
準

ラ
ン
ク
に
一
定
以
上
の
記
載
が
あ
る

　

該
当
す
る
方
は
、
介
護
保
険
課

（
市
役
所
1
階
4
番
窓
口
）で
認
定
書

の
交
付
を
受
け
て
、
税
の
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。
控
除
額
は
▼
障
害
者

控
除
＝
所
得
税
27
万
円
、
市
民
税
・

都
民
税
26
万
円
▼
特
別
障
害
者
控
除

＝
所
得
税
40
万
円
、
市
民
税
・
都
民

税
30
万
円
▼
同
居
特
別
障
害
者
控
除

＝
所
得
税
75
万
円
、
市
民
税
・
都
民

税
53
万
円

問
介
護
保
険
課
介
護
認
定
係
・
内
線

1
4
5
3

個
人
事
業
主
向
け

決
算
・
確
定
申
告
相
談
会

　

立
川
商
工
会
議
所
が
主
催
。

時
・
場
左
表
の
と
お
り

申
参
加
日
、
事
業
所
名
、
住
所
、
氏

名
、
電
話
番
号
を
書
い
て
フ
ァ
ク
ス

で
立
川
商
工
会
議
所
☎（
5
2
7
）2

7
0
0
Fax（
5
2
7
）5
9
1
3
へ

保
険
料
年
金
天
引
き
の
お
知

ら
せ
を
郵
送

　

国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
が
4
月
〜
8
月
に
年
金

天
引
き
に
な
る
方
に
、「
令
和
2
年
度

保
険
料
仮
徴
収
開
始
の
お
知
ら
せ
」

を
郵
送
し
ま
す
。
対
象
は
次
の
と
お

所
得
税
の
確
定
申
告
は

立
川
税
務
署
へ

　

2
月
17
日（
月
）〜
3
月
16
日（
月
）、

所
得
税
と
復
興
特
別
所
得
税
等
の
確

定
申
告
書
作
成
・
提
出
会
場
が
立
川

税
務
署（
左
地
図
）に
開
設
さ
れ
ま

す〔
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

た
だ
し
、
2
月
24
日（
月
・
休
）、
3

月
1
日（
日
）は
開
設
〕。
郵
送
に
よ

る
申
告
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
申

告
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
と
本

人
確
認
書
類（
1
面
参
照
）の
提
示
が

必
要
で
す
▼
相
談
＝
午
前
9
時
か
ら

（
受
け
付
け
は
午
前
8
時
30
分
〜
午

後
4
時
）▼
提
出
＝
午
前
8
時
30
分

〜
午
後
5
時

■
次
の
方
も
確
定
申
告
が
必
要
で
す

▼
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
▽
給
与
収
入
が

２
0
0
0
万
円
を
超
え
る
▽
１
か
所

か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
お
り
、

給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
各
種

所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超

え
る
▽
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支

払
い
を
受
け
て
お
り
、
年
末
調
整
を

受
け
て
い
な
い
給
与
の
収
入
金
額
と

給
与
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
▼
公
的
年
金

等
に
係
る
雑
所
得
の
み
で
、
公
的
年

金
等
に
係
る
雑
所
得
の
金
額
か
ら
所

得
控
除
を
差
し
引
い
た
結
果
、
残
額

が
あ
る
方

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０

０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金
等
に
係

る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
の
方
は
確
定
申
告
は
不
要
で

す
。
た
だ
し
、
外
国
か
ら
の
公
的
年

金
等
を
受
給
し
て
い
る
方
は
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

■
復
興
特
別
所
得
税
の
記
載
漏
れ
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

平
成
25
年
分
か
ら
令
和
19
年
分
ま

で
、
復
興
特
別
所
得
税（
原
則
と
し

て
各
年
分
の
所
得
税
額
の
2
・
1

％
）を
所
得
税
と
あ
わ
せ
て
申
告
・

納
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

還
付
申
告
の
方
も
含
め
て
、
申
告
す

る
す
べ
て
の
方
は
復
興
特
別
所
得
税

欄
の
記
載
が
必
要
で
す
。

問
立
川
税
務
署
☎（
5
2
3
）1
1
8
1

ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト

ッ
プ
特
例
制
度
の
適
用
を

申
し
込
ん
だ
方
へ

　

ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た
際
に
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
の
適
用
を
申
し

込
ん
だ
方
が
、
確
定
申
告
や
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
を
す
る
と
特
例

制
度
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
確
定
申

告
や
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
を
す

る
方
は
、
申
告
書
に
特
例
制
度
申
し

込
み
分
を
含
む
、
す
べ
て
の
寄
附
金

の
領
収
書
ま
た
は
寄
附
金
受
領
証
明

書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

く
わ
し
く
は
、
確
定
申
告
は
税
務

署
へ
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
は

市
役
所
課
税
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
▽
立
川
税
務
署
☎（
5
2
3
）1
1

8
1
▽
市
課
税
課
市
民
税
係
・
内
線

1
2
0
6

記
入
済
み
の
確
定
申
告
書
を

市
役
所
で
も
仮
受
け
付
け

　

次
の
期
間
中
は
、
す
べ
て
記
入
済

み
の
確
定
申
告
書
を
市
役
所
で
も
仮

受
け
付
け
し
ま
す（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
に
伴
う
本
人
確
認
書
類
の
写

し
の
添
付
が
必
要
）▼
受
付
期
間
＝

2
月
17
日（
月
）〜
3
月
16
日（
月
）

〔
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
〕

問
課
税
課
市
民
税
係
・
内
線
1
2
0
6

個
人
事
業
者
の
令
和
元

（
平
成
31
）年
分
消
費
税
と

地
方
消
費
税

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
個
人

事
業
者
は
消
費
税
と
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
が
必
要
で
す
▼
平
成
29
年

分
の
課
税
売
上
高
が
1
0
0
0
万
円

を
超
え
た
▼
平
成
30
年
1
月
1
日
か

ら
6
月
30
日
ま
で
の
課
税
売
上
高
が

1
0
0
0
万
円（
同
期
間
の
1
0
0

0
万
円
の
判
定
は
給
与
等
支
払
額
の

合
計
で
も
可
）を
超
え
た
▼
「
消
費

税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
」
を
提

出
し
た

　

な
お
、
令
和
元（
平
成
31
）年
分
消

費
税
と
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書

の
提
出
と
納
税
期
限
は
3
月
31
日

（
火
）で
す
。

問
立
川
税
務
署
☎（
5
2
3
）1
1
8
1

確
定
申
告
は
2
月
　
日
月
〜

　
　
　
　
　
3
月
　
日
月
に

1716

医
療
費
控
除
等
の
申
告
に

は
明
細
書
の
添
付
が
必
要

　

平
成
30
年
度
の
市
民
税
・
都
民
税

の
申
告
、
平
成
29
年
分
の
所
得
税
確

定
申
告
か
ら
、
医
療
費
控
除
、
ま
た

は
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

（
医
療
費
控
除
の
特
例
）の
適
用
を
受

け
る
際
は
、
領
収
書
の
添
付
・
提
示

に
代
わ
り
、
医
療
費
等
の
明
細
書
の

添
付
が
必
要
と
な
り
ま
し
た※

。
明

細
書
に
は
、
医
療
を
受
け
た
人
ご

と
、
医
療
機
関
ご
と
に
累
計
し
、
支

払
っ
た
医
療
費
と
保
険
金
な
ど
で
補

塡
さ
れ
る
金
額
が
分
か
る
よ
う
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
医
療
保

険
者
等
が
発
行
す
る
医
療
費
通
知
で
、

被
保
険
者
の
氏
名
、
療
養
を
受
け
た

人
・
年
月
・
病
院
等
の
名
称
、
支

払
っ
た
医
療
費
の
額
等
の
所
定
の
事

項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
を
添
付
す
る

と
、
明
細
書
の
記
入
を
省
略
で
き
ま

す
。
医
療
費
の
領
収
書
は
ご
自
身
で

５
年
間
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

明
細
書
は
、
課
税
課
窓
口
や
税
務

署
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、「
立
川

市
」「
国
税
庁
」
そ
れ
ぞ
れ
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
し
記
入
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

※
経
過
措
置
と
し
て
、
令
和
2
年
度

（
令
和
元
年
分
）ま
で
は
領
収
書
の
添

付
ま
た
は
提
示
に
よ
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

問
課
税
課
市
民
税
係
・
内
線
1
2
0

6高
齢
者
の
障
害
者
控
除

　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
く
て

も
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
は
、

所
得
税
や
市
民
税
・
都
民
税
の
障
害

者
控
除
ま
た
は
特
別
障
害
者
控
除
を

受
け
ら
れ
ま
す
▼
65
歳
以
上
▼
要
介

2月 17 日㈪ 若葉会館

2月 19 日㈬ 柴崎学習館

2月 25 日㈫ 天王橋会館

2月 27 日㈭ 子ども未来センター

3月 6 日㈮ さかえ会館

3月 9 日㈪
 12 日㈭

立川商工会議所
 （曙町２-38-５ 11階） 

いずれも午後１時15分〜４時15分

り
。

●
国
民
健
康
保
険
料　

▼
新
た
に
年

金
天
引
き
に
な
る
方
＝
平
成
31
年
4

月
2
日
〜
令
和
元
年
10
月
1
日
に
65

歳
に
な
っ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
の
方
や
、
平
成
31
年
4
月
2
日

〜
令
和
元
年
10
月
1
日
に
転
入
等
に

よ
り
新
た
に
立
川
市
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
に
な
っ
た
65
歳
以
上
の

方
な
ど
で
、
保
険
料
の
天
引
き
が
可

能
な
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
▼
引

き
続
き
年
金
天
引
き
に
な
る
方
＝
国

民
健
康
保
険
料
が
現
在
年
金
天
引
き

と
な
っ
て
い
る
方
で
、
年
金
天
引
き

を
中
止
す
る
申
請
を
し
て
い
な
い
方

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　

▼
新

た
に
年
金
天
引
き
に
な
る
方
＝
平
成

31
年
4
月
2
日
〜
令
和
元
年
10
月
1

日
に
75
歳
に
な
っ
た
被
保
険
者
の
方

や
、
平
成
31
年
4
月
2
日
〜
令
和
元

年
10
月
1
日
に
転
入
し
た
75
歳
以
上

の
方
な
ど
で
、
保
険
料
の
天
引
き
が

可
能
な
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

（
現
在
口
座
振
替
さ
れ
て
い
る
方
を

除
く
）。
な
お
、
現
在
年
金
天
引
き

に
な
っ
て
い
る
方
で
、
年
金
天
引
き

を
中
止
す
る
申
請
を
し
て
い
な
い
方

に
は
、
仮
徴
収
開
始
の
お
知
ら
せ
は

郵
送
し
ま
せ
ん
が
、
引
き
続
き
年
金

天
引
き
と
な
り
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
賦
課
係
▽
国
民
健
康

保
険
料
＝
内
線
1
4
1
6
▽
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
＝
内
線
1
4
0
6

立
川
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

たちかわ中央公園
立川相互病院
大原学園

パレスホテル
損保ジャパン日本興亜

曙町二丁目

曙橋伊勢丹

髙島屋

シネマシティ

立川駅
北口

中央線 至東京至八王子

国立病院前

立川北駅前

昭和記念公園
あけぼの口

国営昭和記念公園

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

立
川
北
駅

歩
道
歩
道

ファーレ立川北

中央線

立川相互病院

立川相互病院

大原学園

パレスホテル
損保ジャパン日本興亜

曙町二丁目

曙橋伊勢丹

髙島屋
S.C.

シネマシティ

立川駅
北口

JR中央線

至東京至八王子

国立病院前

立川北駅前

昭和記念公園
あけぼの口

国営昭和記念公園

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

立
川
北
駅

サ
ン
サ
ン
ロ
ー
ド

たちかわ中央公園
高松町三丁目

ファーレ立川北

JR中央線

立川相互病院

立川税務署
緑町4-2

〔立川地方合同庁舎内〕
☎（523）1181

市政情報、イベン
ト情報などを発信

問広報課・内線2744
@tachikawa_tokyo

市公式ツイッターの
ご利用を
市公式ツイッターの
ご利用を




